
熊本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱 

 

制定 平成１６年 ４月２３日経済振興局長決裁 

改正 平成１７年 ４月２０日経済振興局長決裁 

   平成１９年 ４月１０日経済振興局長決裁 
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平成２５年 ８月２６日商工振興課長決裁 
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平成３１年 ３月２６日産業振興課長決裁 

令和 ２年 ３月２５日産業振興課長決裁 
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（目的） 

第１条 この要綱は、中小の製造業者等又は製造業等を主体とした組合若しくは任意団体等が実施する見本市等

への出展事業に対し、必要な経費の一部を助成することにより、本市製造業の振興を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 中小製造業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第 1項に規定する中小企業者のうち、

日本標準産業分類（平成２５年１０月改定）における大分類Ｅ製造業又は大分類Ｇ情報通信業の中分類３９

情報サービス業を営む者をいう。 

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する者をいう。 

（助成対象者） 

第３条 この要綱において、助成の対象となるもの（以下「助成対象者」という。）とは、熊本市内に主たる事業

所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、団体の場合は、２分の１以上

が熊本市内に主たる事業所を有するものをもって組織されたものをいう。 

(1) 中小製造業者 

(2) 中小製造業者を主体とした事業協同組合又は協業組合 

(3) 中小製造業者を主体とした任意団体 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成対象者としない。 

(1) 助成金の交付を受けようとする年度（毎年４月１日から翌年３月３１日まで）の前年度に、助成金の交付

を受けたもの 

(2) 市税を完納していないもの 

（助成対象事業） 

第４条 助成金の交付対象となる事業は、前条に規定するものが助成を受ける年度内に実施する次の各号のいず

れかに該当する事業であって、助成対象事業費が１０万円以上のものとする。ただし、原則として、国、他の

地方公共団体等の補助金を同時に受けている事業及び熊本県内で実施される事業及び物産展等の即売を含む事

業は、助成金の交付対象となる事業から除くものとする。 

(1) 対面又はオンラインにより開催される見本市、展示会、商談会等への出展事業 

(2) 前号に掲げるもののほか、出展事業であって特に市長が認めたもの 

（助成額） 

第５条 助成金の額については、別表に定めるところにより算定した額を基礎として、予算の範囲内で定めるも

のとする。 

（助成金の利用） 

第６条 助成金の交付は、１対象年度において、１対象者につき１回限り受けることができるものとする。 

（事業計画書の提出） 



第７条 助成金の交付を受けようとするものは、製造業等見本市出展事業計画書（様式第１号）に必要な書類を

添付して、市長に提出しなければならないこととする。 

（審査及び助成事業の採択） 

第８条 市長は、前条に規定する計画書を受理したときは、その内容を審査し、助成事業として採択した場合は、

必要な条件を付して、申請者に通知するものとする。 

２ 前項に定める審査は、次の基準により行うものとする。 

(1) 事業内容が見本市等への出展事業であり､実効性が期待できるものであること｡ 

(2) 事業内容が市場性及び熟度において優れていること。 

(3) 事業内容が製造業等の活性化に資するものであること。 

（助成金の交付申請） 

第９条 前条の規定による採択を受けたものは、製造業等見本市出展事業助成金交付申請書（様式第２号）に必

要な書類を添付して、事業の実施前に市長に提出しなければならないこととする。 

（助成金の交付申請前着手） 

第９条の２ 前条の規定にかかわらず、第８条の規定による採択を受けたものが当該採択前に製造業等見本市出

展事業助成金交付申請前着手届 (様式第２号の２)を提出していた場合において、助成金交付申請前に事業に着

手することについてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、当該採択を受けたものは、事業の実施後

であっても前条の申請をすることができるものとする。 

（助成金の交付決定） 

第１０条 市長は、前２条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、

助成金の交付を決定し、製造業等見本市出展事業助成金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

（計画の変更） 

第１１条 前条に基づき通知を受けたものが、その事業内容について変更しようとするときは、遅滞なく製造業

等見本市出展事業計画変更申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならないこととす

る。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

（助成金の交付取消・変更） 

第１２条 市長は、前条に規定する計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められると

きは、第１０条に基づき行った交付決定を取り消し、又は変更し、製造業等見本市出展事業助成金交付取消・

変更決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（関係書類の整備） 

第１３条 助成事業を行う者(以下「助成事業者」という。)は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類

等を常に整備しておかなければならないこととする。 

（実績報告） 

第１４条 交付決定を受けたものは、助成事業が完了したときは、その日から３０日を経過する日又は当該年度

の末日のいずれか早い日までに、製造業等見本市出展事業完了実績報告書（様式第６号）に必要な書類を添付

して、市長に提出しなければならないこととする。 

（助成金の交付確定） 

第１５条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理し、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、製造業等見本市

出展事業助成金交付確定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第１６条 前条に規定する通知書を受けたものは、速やかに当該通知書に係る請求書を市長に提出しなければな

らないこととする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第１７条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる 

(1) 虚偽の申請をして助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 助成金を使用する以前に助成金を受けた団体等が解散したとき。 



(4) この要綱に違反したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

（助成金の返還） 

第１８条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が

交付されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

２ 市長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき

は、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

 （違約加算金） 

第１９条 助成事業者は、第１７条の規定による取消しを受け、助成金の返還を請求されたときは、その請求に

係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるそ

の後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約

加算金を市に納付しなければならないこととする。 

２ 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額

に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を

超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとす

る。 

３ 第１項の違約加算金を納付しなければならない場合において、助成事業者の納付した金額が返還を請求され

た助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された助成金の額に充てられたものとす

る。 

 （他の補助金等の一時停止等） 

第２０条 市長は、助成事業者が助成金の返還を請求され、当該助成金又は違約加算金の全部又は一部を納付し

ない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限

度においてその交付を一時停止することができることとする。 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月２３日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年４月２０日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

 附 則 

この要綱は、平成１９年４月１０日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行し、同日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、同日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月２０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年３月２４日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表（第５条関係） 

 

１ 助成対象経費 

   下記の見本市等への出展事業に必要な経費 

    [対象経費] 

・出展小間料（オンライン開催にあっては、登録料、参加料等） 

・小間装飾費（備品のリース料並びに電気ガス水道等の工事費及び使用料） 

・宿泊費及び交通費（第３条第１項第１号に規定する中小製造業者にあっては、３名を上限とする。） 

・パネル製作費 

・通訳費（国外における見本市等への出展事業に限る。） 

・輸送費（国外における見本市等への出展事業に限る。） 

 

２ 助成率及び限度額 

   

事業区分 助成対象経費 助成率 
限度額 

企 業 組合、団体 

対面 

九州内 
出展小間料、小間装飾費、宿泊

費及び交通費、パネル製作費 
１／２以内 

（小規模企

業者の助成

率は１／２

とする） 

３０万円 ５０万円 

九州外（国外含む） ５０万円 ８０万円 

国外 通訳費、輸送費 ※ ２０万円 

オンライン 登録料、参加料等 ３０万円 ５０万円 

※国外は通訳費、輸送費として限度額に２０万円を加算する。 

 

３ 助成額 

(1) 助成額は、1助成対象者において、上記１の助成対象経費の総額に、上記２の助成率を乗じた額であって 

上記２の限度額の範囲内とする。 

(2) 同一対象者が平成１７年度以降において、企業にあっては４回、組合又は団体にあっては６回以上、本助

成金の交付を受ける場合、企業にあっては４回目、組合又は団体にあっては６回目以降の助成額の算定に当

っては、上記２の限度額の欄中「３０万円」を「１５万円」と、「５０万円」を「２５万円」と、「８０万円」

を「４０万円」と、「２０万円」を「１０万円」と読み替えるものとする。 

(3) 前２号の規定により算出される額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を助成

金の額とする。 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

製造業等見本市出展事業計画書 

 

                            年  月  日   

 

 熊本市長 （宛） 

 

                   住 所                     

               申請者 企業名                     

                  （団体名）                    

                   代表者                 ○印   

 

 熊本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第７条の規定により下記のとおり事業計画書を提出します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容 

 

３ 助成対象事業費                      円 

 

４ 交付を受けようとする助成金額               円 

 

５ 添付資料 

 （１）事業計画・収支予算書 

 （２）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第９条関係） 

 

製造業等見本市出展事業助成金交付申請書 

 

                           年  月  日   

 

 熊本市長 （宛） 

 

                   住 所                     

               申請者 企業名                     

                  （団体名）                    

                   代表者                 ○印   

 

 熊本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第９条の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容 

 

３ 助成対象事業費                        円 

 

４ 交付を受けようとする助成金額                 円 

 

５ 添付資料 

 （１）事業計画・収支予算書 

 （２）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号の２（第９条の２関係） 

 

製造業等見本市出展事業助成金交付申請前着手届 

 

                            年  月  日   

 

 熊本市長 （宛） 

 

                   住 所                     

               申請者 企業名                     

                  （団体名）                    

                   代表者                 ○印   

 

年  月  日付けで製造業等見本市出展事業計画書を提出した標記事業について、下記条件を了承

の上、助成金交付申請前に着手したいので、熊本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第９条の２の規定に

より届けます。 

 

記 

 

１ 事業計画書を提出した事業が不採択となった場合及び交付決定した助成金が事業計画書に記載した助成金額

に達しない場合において、異議がないこと 

 

２ 当該事業については、着手から助成金交付決定を受ける期間においては、計画変更をしないこと 

 

 

 

 

 助成事業の名称 

 

 

 

 申請前着手理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１０条関係） 

 

                            発第    号   

                                  年  月  日   

 

 

 

               様 

 

                            熊本市長             

 

製造業等見本市出展事業助成金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった    年度製造業等見本市出展事業助成金については、熊

本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第１０条の規定により下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容 

 

３ 助成対象事業費                          円 

 

４ 助成金交付決定額                         円 

 

５ 助成金は、事業完了後、確定された金額を請求により交付する。 

 

６ 交付の条件は、次のとおりとする。 

 （１）助成事業に要する予算を変更し、又は助成事業の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けな

ければならない。 

 （２）助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。 

 （３）助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に

報告して、その指示を受けなければならない。 

 （４）助成事業完了後３０日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書

に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 

７ 助成の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が助成を不適当と認めた場合は、この決定

を取り消し、又は助成決定額を減じることがある。この場合において、既に交付された助成金があるときは、

その返還及び助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ年１０．９５パーセントの割合で計算した違約

加算金を請求する。 

 

８ 前項に規定する請求に応じた助成金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払うべき他の

補助金等があるときは、当該他の補助金等の交付を一時停止することがある。 

 

９ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査をすることがある。 

 

１０ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調査し、又は報告を

徴することがある。 

 



様式第４号（第１１条関係） 

 

製造業等見本市出展事業助成金計画変更申請書 

 

                            年  月  日   

 

 熊本市長 （宛） 

 

                   住 所                     

               申請者 企業名                     

                  （団体名）                    

                   代表者                 ○印   

 

年  月  日付け  発第    号で助成金の交付決定を受けた事業については、下記のとおり

計画変更したので御承認願います。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 計画変更の内容 

 

３ 計画変更の理由 

 

４ 添付書類 

 （１）助成金の計画変更内容の基礎となる資料(事業計画・収支予算書等) 

 （２）その他市長が必要と認める書類（交付決定通知書写等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１２条関係） 

 

                         発第    号   

                                  年  月  日   

 

 

 

               様 

 

                          熊本市長             

 

製造業等見本市出展事業助成金交付取消・変更決定通知書 

 

年  月  日付け  発第    号で通知した    年度製造業等見本市出展事業助成金につ

いては、熊本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第１２条の規定により次のとおり取消・変更したので通

知します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容 

 

３ 助成対象事業費                         円 

 

４ 助成金交付変更決定額                      円 

 

５ 取消・変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１４条関係） 

 

製造業等見本市出展事業完了実績報告書 

 

                           年  月  日   

 

 熊本市長 （宛） 

 

                   住 所                     

               申請者 企業名                     

                  （団体名）                    

                   代表者                 ○印   

 

年  月  日付け  発第    号で助成金の交付決定を受けた下記事業が完了したので、熊本

市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第１４条の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成金交付決定額                       円 

 

３ 添付資料 

 （１）事業実施報告・収支決算書 

 （２）支払領収書（写し） 

 （３）印刷物、写真等 

 （４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１５条関係） 

 

                         発第    号   

                                  年  月  日   

 

 

 

               様 

 

                          熊本市長             

 

製造業等見本市出展事業助成金交付確定通知書 
 

年  月  日付け  発第    号で通知した    年度製造業等見本市出展事業助成金につ

いては、熊本市製造業等見本市出展事業助成金交付要綱第１５条の規定により確定したので、下記のとおり通知

します。 

 

記 

 

 助成金                              円 

 

 


